
○
財
務
省
告
示
第
百
七
号

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入

統
計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
統
計
に
計
上
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

輸
入
統
計
品
目
表
第
〇
四
〇
二
・
一
〇
号
中「
小

学
校

、
中

学
校

、
夜

間
に

お
い

て
授

業
を

行
う

課
程

を
置

く
高

等

学
校

」

を「
小

学
校

（
義

務
教

育
学

校
の

前
期

課
程

を
含

む
。

）
、

中
学

校
（

義
務

教
育

学
校

の
後

期
課

程
及

び
中

等

教
育

学
校

の
前

期
課

程
を

含
む

。
）

、
夜

間
に

お
い

て
授

業
を

行
う

課
程

を
置

く
高

等
学

校
（

中
等

教
育

学
校

の
後

期

課
程

を
含

む
。

）
」

に
改
め
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
二
二
〇
七
・
一
〇
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
2
0
7
.
1
0

－
エ

チ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
（

変
性

さ
せ

て
な

い
も

の
で

ア
ル

コ
ー

ル
分

が
8
0
％

以
上

の
も

の
に

限
る

。
）

－
－

ア
ル

コ
ー

ル
分

が
9
0
％

以
上

の
も

の

－
－

－
工

業
用

ア
ル

コ
ー

ル
又

は
酢

酸
エ

チ
ル

若
し

く
は

エ
チ

ル
ア

ミ
ン

の
製

造
の

用
に

供
す

る



も
の

1
2
1

－
－

－
－

工
業

用
ア

ル
コ

ー
ル

の
製

造
の

用
に

供
す

る
も

の
Ｌ

1
2
2

－
－

－
－

酢
酸

エ
チ

ル
の

製
造

の
用

に
供

す
る

も
の

Ｌ

1
2
3

－
－

－
－

エ
チ

ル
ア

ミ
ン

の
製

造
の

用
に

供
す

る
も

の
Ｌ

－
－

－
そ

の
他

の
も

の

1
3
0

－
－

－
－

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
の

原
料

ア
ル

コ
ー

ル
の

製
造

用
の

も
の

（
連

続
式

蒸
留

機
に

よ
り

蒸
留

し
て

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
Ｌ

－
－

－
－

そ
の

他
の

も
の

1
9
1

－
－

－
－

－
バ

イ
オ

マ
ス

（
動

植
物

に
由

来
す

る
有

機
物

（
原

油
、

石
油

ガ
ス

、
可

燃
性

天

然
ガ

ス
及

び
石

炭
並

び
に

こ
れ

ら
か

ら

製
造

さ
れ

る
製

品
を

除
く

。
）

を
い

う

。
）

か
ら

製
造

し
た

も
の

で
あ

る
旨

が



政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

証
明

さ

れ
た

も
の

で
あ

り
、

か
つ

、
エ

チ
ル

－

タ
ー

シ
ャ

リ
－

ブ
チ

ル
エ

ー
テ

ル
の

製

造
の

用
に

供
す

る
も

の
Ｌ

1
9
9

－
－

－
－

－
そ

の
他

の
も

の
Ｌ

－
－

そ
の

他
の

も
の

2
2
0

－
－

－
ア

ル
コ

ー
ル

飲
料

の
原

料
ア

ル
コ

ー
ル

の
製

造
用

の
も

の
（

連
続

式
蒸

留
機

に
よ

り
蒸

留

し
て

使
用

す
る

も
の

に
限

る
。

）
Ｌ

2
9
0

－
－

－
そ

の
他

の
も

の
Ｌ

輸
入
統
計
品
目
表
第
二
九
〇
九
・
一
九
号
中「

エ
タ

ノ
ー

ル
」

を「
エ

チ
ル

ア
ル

コ
ー

ル
（

エ
タ

ノ
ー

ル
）

」

に
改

め
る
。


